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青森県立保健大学と団体との協働事業実施要項 

 

１ 協働事業の趣旨 

  協働事業は、青森県立保健大学（以下「保健大学」という。）と団体が互いに協力して、地域の

課題を新しい発想と手法で解決し、地域のニーズに応えることにつなげるものである。 

  実施にあたっては、大学と団体が課題を共有した上で事業実施目的を確認し、双方の役割分担等

を明確にした上で、地域の課題解決につなげることとする。 

２ 対象となる協働事業 

 (1)協働事業の要件 

  募集する事業は、次のすべての要件を満たすこととする。 

  ア）保健大学と協働で取り組む必要があるもの 

  イ）青森県の課題に対し、具体的な効果及び成果が期待できるもの 

  ウ）協働の役割分担が明確かつ妥当であり、相乗効果が高まるもの 

  エ）団体が実働及び実施することが可能であるもの 

  オ）予算の見積りが適正であるもの 

  カ）一時的なイベントではなく、施策として継続する可能性があるもの 

 (2)募集の種類 

  公募する事業は次の２種とし、保健大学による審査を経て決定する。 

  ①自由型     事業テーマや分野を問わない、団体からの自由な提案型事業 

  ②テーマ限定型  大学が協働を希望する課題に対する提案型事業 

  地域の身近な課題解決について、県民の提案をもとに、保健大学との協働事業で解決していく制

度である。団体の専門性やネットワークを生かし、保健大学とともに取り組むことで、地域の課題

解決に応えることができる事業提案を募集する。公募期間は、年１回、11 月頃とする。 

 (3)事業期間 

  原則として、公募対象年度の４～３月（１年間）とする。 

  ただし、評価の結果、事業の継続性が認められた場合は、その翌年度の事業継続を可とする。 

３ 対象となる団体 

  青森県内に事務所及び活動場所を有する団体（NPO、ボランティアグループ、市民活動団体、

公益法人、自治会・町内会、企業等）であって、次の要件を満たしていること。 

 ア）組織の運営に関する規則（規約、会則等）があり、会員名簿を備えていること 

 イ）予算・決算を適正に行っていること 

 ウ）事業の業務を遂行できる能力又は実績を有すること 

 エ）宗教活動や政治活動を目的とした団体ではないこと 

 オ）暴力団、又は暴力団もしくは暴力団員の統制下にある団体ではないこと 

 カ）保健大学教員１名以上が、協働事業の内容について同意していること 

 

 



４ 事業費 

 (1)経費負担 

   事業の経費については、保健大学と団体が双方で負担する。保健大学の負担額は全体事業費の

10 分の 9 以内※、かつ予算の範囲内とする。 

    ※ 仙台市平成 25 年度協働事業参照 

 (2)対象となる経費   

対象経費費目 例 

人件費 事業実施にあたり、直接的に要する人件費 

報償費 外部の講師等に支払う謝礼等 

旅費 外部の講師等に支払う交通費、宿泊費等 

印刷製本費 パンフレット、冊子等の印刷費 

消耗品費 文房具、コピー用紙等 

賃借料 機材等のレンタル料等 

通信運搬費 切手代や宅配料等 

その他 その他、事業実施に必要な上記以外の経費 

  ※ 会場が必要な場合は、保健大学を使用すること。この場合、会場使用料は無料とする。 

  ※ 対象とならない経費 

   ・ 事業と直接関係のない管理・運営に関する人件費、備品購入費、団体の打合せでの飲食費、

被服費、その他事業に直接関わらない経費 

   ・ 事務所立上げに伴う家賃、保証金、敷金、内装・改装費及び光熱水費 

   ・ 事務所移転に係る移転費用、原状回復費 

５ 協働事業の進め方 

 (1)協働事業の原則 

  協働事業を正しく進めるためには、保健大学と団体の双方が、協働の原則（対等、自主・自立、

相互理解、共有、公開、評価）に基づいて行動することが重要となる。ただし、これらすべてを満

たさなければ協働にならないのではなく、協働の原則の視点を常に念頭に置いて、少しでも原則に

近づくように進めていくものとする。 

 (2)協働契約 

  協働事業においては、「対等の原則」に基づき、協働としての委託（以下「協働契約」という。）

を締結する。これにより、保健大学と団体はともに事業主体となる。 

 (3)評価 

  協働事業の実施中 12 月頃を目途に、保健大学と団体は、事業の成果とプロセスを自己評価する。 

  ①対象    すべての協働事業を対象とする。 

  ②評価方法  協働事業評価シートを作成し、シートに基づき自己評価を行う。 

  ③評価項目  実施のプロセス／協働の有効性／目的・目標設定の妥当性／対等な関係の保持 

情報交換や合意など意思疎通の実現性／役割・責任分担の妥当性 

双方の特性の発揮の有無／事業目的の達成度／公益性の達成度 

費用対効果の適否 など 


